勤 労 者 の 皆 様 へ


千歳市では、市内で働く勤労者などの生活の安定と向上のため、生活資金の融資
を行っております。

融資条件などにつきましては、取扱金融機関でそれぞれ条件が異なりますので、
詳しくは、下記の取扱金融機関におたずねください。
◎　千歳市勤労者生活資金貸付

(１) 貸付の対象者

千歳市内の同一事業所に１年以上勤務し、今後も引き続きその事業所に勤務することが確実な方、また、千歳市内に１年以上継続して居住し、今後も引き続き千歳市内に居住しようとする勤労者。
その他、取扱金融機関が別に定める貸付条件等に該当する方。
(２) 貸付の限度額

50万円

(３) 利　率

①　教育資金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年利　２．４５％

②　生活資金（冠婚葬祭、傷病療養費等）　　　　　　 　年利　２．８８％

(４) 償還期間

60ヶ月以内

(５) 保証人

保証人が必要となります。

(６) お申し込み、お問い合わせ先 （取扱金融機関）
・　北海道労働金庫千歳支店　 0123－27－6666
・　北央信用組合千歳支店　　　0123－27－1211
　　　  （ 同組合北栄支店　　26－3141　・　同組合末広支店　　23－0174 ）
◎　千歳市職業病認定患者等生活資金貸付

(１) 貸付の対象者

千歳市内に住民登録をしている方で、労働基準法第75条に規定する職業病認　定患者及び労働者災害補償保険法に基づく労働者災害保険の申請者で、千歳市が認めた方。
(２) 貸付の限度額

20万円

(３) 利　率

年利　２．８８％

(４) 償還期間

10ヶ月以内

(５) 保証人

連帯保証人（２名）が必要となります。

(６) お申し込み、お問い合わせ先 （取扱金融機関）
・　北海道労働金庫千歳支店　　0123－27－6666
【千歳市産業振興部商業労働課労政係　　Tel　24‐0602 (直通)】
